
これまでは、市町村が保険者として被保険者や医療費の動向などから保険税として必要な額を算定し、税率を

決定していましたが、平成３０年度から制度改正により、都道府県が市町村ごとの標準保険料（税）率を算定・公表

し、市町村はそれを参考に実際の保険料（税）を定めることとされました。 

様似町では、北海道の算定した標準保険料（税）率に基づき、平成３０年度の税率を次のように改定します。 

○国保税率 

区  分 平成２９年度 平成３０年度 

所得割 

医療分 ８．４０％ ８．２１％ 

支援分 ２．４０％ ２．４６％ 

介護分 １．４０％ １．８９％ 

資産割 

医療分 ３８．００％ 

廃 止 支援分 １２．００％ 

介護分 １２．００％ 

均等割 

医療分 ２６，０００円 ３０，８４３円 

支援分  ４，０００円  ９，３８２円 

介護分  ７，０００円  ９，７０７円 

平等割 

医療分 ３６，０００円 ２１，３７７円 

支援分  ４，０００円  ６，５０２円 

介護分  ４，０００円  ５，０２８円 

所得割：被保険者の所得金額から３３万円を引いた額の合計×税率 
資産割：被保険者の固定資産税額×税率 
均等割：被保険者１人当たりの額 
平等割：１世帯当たりの額 
医療分：被保険者の医療費の支払いの財源となる分です 
支援分：後期高齢者医療保険に対する若年世代の負担分です 

介護分：40～64歳の被保険者の介護保険料にあたる分です

○賦課限度額 

上記の税額（所得割～平等割の合計）が次の限度額を超える場合は、各区分の税額は限度額までとなります。 

区 分 平成２９年度 平成３０年度 

医療分 ５４万円 ５８万円 

支援分 １９万円 
変更なし 

介護分 １６万円 

○低所得世帯に対する軽減 

世帯主と被保険者の前年の所得が次の基準以下の世帯は、均等割と平等割の税額が軽減されます。 

軽減割合 平成２９年度 平成３０年度 

７割 ３３万円 変更なし 

５割 33万円＋（27万円×被保険者数） 33万円＋（27万5千円×被保険者数） 

２割 33万円＋（49万円×被保険者数） 33万円＋（50万円×被保険者数） 

お問い合わせ先：様似町役場 町民課国保医療係 （３６－２１１２） 


